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□計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大熊町第二次復興計画改訂版 

大熊町の福祉関連計画 

地 域 福 祉 計 画 

住民の皆様が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしができるよう

に、地域における今後の福祉の方向性を示すための計画です。 

計画の目的 

・福祉サービスの適切な利用促進 
・社会福祉を目的とする事業の健全な発達 

・社会福祉に関する活動への住民の参加の促進 

取組 

その他関連計画 

地域防災計画 

まち・ひと・しごと 
創生人口ビジョン 

整 合 

大熊町福祉の里構想 

 
いのち支える 

大熊町自殺対策行動計画 

 健康増進計画 

 子ども・子育て支援事業計画 

 

 

特定健康診査等実施計画 

データヘルス計画 

 
高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業計画 

成年後見 
制度利用 
促進計画 

障がい者計画 
障がい福祉計画 

障がい児福祉計画 
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□計画期間 

2022年度 

(R4年度) 
2023年度 

(R5年度) 

2024年度 

(R6年度) 

2025年度 

(R7年度) 

2026年度 

(R8年度) 

2027年度 

(R9年度) 

2028年度 

(R10年度) 

2029年度 

(R11年度) 

2030年度 

(R12年度) 

2031年度 

(R13年度) 

 
   

      

 

□住民アンケート調査実施概要 

調査対象：大熊町に住民票のある18歳以上の住民1,000人 

調査時期：令和３年９月21日（火）～10月11日（月） 

回 収 数：330件（回収率：33.0％） 

 

 

 

大熊町第２期子ども・ 

子育て支援事業計画 

大熊町第三次復興計画 

地 域 福 祉 計 画 

いのち支える大熊町 

自殺対策行動計画 

大熊町健康増進 

計画 

大熊町第３期特定 

健康診査等実施計画 

大熊町第２期 

データヘルス計画 

第２期地域福祉計画 

第３期計画 第４期計画 

第２期計画 第３期計画 

第２期計画 第３期計画 

第４期計画 

第３期計画 

第５期計画 

第４期計画 

大熊町障がい者計画 

第６期障がい福祉計画 

第２期障がい児福祉計画 

第７期計画 

第３期計画 

第８期計画 

第４期計画 

第９期計画 

第５期計画 

高齢者保健福祉計画・ 

第８期介護保険事業計画 

第２期計画 

第９期計画 

第３期計画 

第 10 期計画 

第４期計画 

第 11 期計画 

第二次計画

改定版 
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□地域福祉の取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・住民一人ひとりの努力 
・家族での話合い 
・生きがい・健康づくり 

 
自分や家族による 

自助努力 

自助 

・隣近所や友人・知人との
助けあいや支えあい 

・地域における福祉活動 
・行政区活動 
・ボランティア活動 
・社会福祉協議会活動 

 
隣近所の助けあい

行政区などによる 

支えあい 

互助・共助 

・公的福祉サービス 
・サービス情報の提供 
・人材の育成 
・各主体との連携や協働

の促進 

 
公的機関による 

サービスの提供 

公助 

地域福祉 

 
自助、互助・共
助、公助が相互 
に関わりあい、 

地域にあった取組
を行うこと 
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■地域共生社会とは 

□「地域共生社会」とは（厚生労働省 HP より） 
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■重層的支援体制整備事業について 

□「重層的支援体制整備事業」の概要（厚生労働省資料より） 
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（1）人口・世帯 

□総人口の推移（各年４月１日現在・住民基本台帳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1,622 1,579 1,506 1,460 1,398

6,426 6,272 6138 6,096 6,034

2,551 2,620 2697 2,740 2,782

10,599 10,471 10,341 10,296 10,214

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年

０～14歳人口 15～64歳人口 65歳以上人口（人）

15.3% 15.1% 14.6% 14.2% 13.7%

60.6% 59.9% 59.4% 59.2% 59.1%

24.1% 25.0% 26.1% 26.6% 27.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年

０～14歳人口割合 15～64歳人口割合 65歳以上人口割合
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□人口・１世帯あたり人員の推移（各年４月１日現在・住民基本台帳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□世帯構成（令和３年・住民アンケート調査） 

 

 

 

 

 

 

 

  

問６　世帯構成〔％〕

N =

330 32.4 25.2 32.7 5.5 3.30.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ひとり暮らし 夫婦のみ ２世代（子どもまたは親と同居）

３世代（子ども孫または親と同居） その他 無 回 答

10,599 10,471 10,341 10,296 10,214

3,857 3,824 3,793 3,861 3,906

2.75 2.74 2.73 2.67 2.61

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年

総人口（人） 総世帯（世帯） １世帯あたり人員（人）
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（2）人口動態・避難状況 

□人口動態の推移（各年１月１日～12 月 31 日累計・住民基本台帳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□避難状況の推移（各年４月１日現在・広報おおくま） 

（人） 

 総人口 
県内 

県外 
合計 町内 町外 

平成 29 年 10,599 8,006 - 8,006 2,593 

平成 30 年 10,471 7,931 - 7,931 2,540 

平成 31 年 10,341 7,850 - 7,850 2,491 

令和２年 10,296 7,864 196 7,668 2,432 

令和３年 10,214 7,840 316 7,524 2,374 

□町内居住者の状況（令和３年 11 月１日現在・大熊町社会福祉協議会） 

災害公営住宅・再生賃貸住宅 その他町内居住者 合計 

146 人（41.1％） 209 人（58.9％） 
355 人 

（100.0％） 
30 歳代未満 40～60 歳代 70 歳代以上 

167 人（47.0％） 117 人（33.0％） 71 人（20.0％） 

 

-6

9

-26

-37

-34

-74

-113

-106

-99

-50

-80

-104

-132

-136

-84

-150-120-90-60-30030

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

自然増減数 社会増減数
（人）
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■要支援・要介護認定者数の推移 

□要支援・要介護認定者数（各年度９月末現在・介護保険事業状況報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※要支援： 日常生活上の基本的動作は、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在

の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何ら

かの支援を要する状態。１、２の２段階に分類される。 

※要介護： 日常生活上の基本的動作を自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態。１～５の５

段階に分類される。 

  

77 82 97 92 101

95 90
109 116 99

118 118
114 114 111

122 118
121 118 112

78 80
78 74 75

62 66
59 67 80

90 71
67 61 50

24.5%
23.5% 23.6% 23.3%

22.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和３年度

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５ *認定率

（人）

628
642

625

645
642
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■障がい者（児）の推移 

□障害者手帳交付状況（保健福祉課） 

 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

身体障害

者 手 帳

（人） 

肢体不自由 290 270 259 264 185 

聴覚平衡障害 42 33 33 34 27 

視覚障害 24 26 28 24 17 

言語障害 4 5 4 5 28 

内部障害 173 177 180 181 124 

小計 533 511 504 508 381 

療 育 手 帳 （ 知 的 障 が い ）

（人） 
77 80 80 82 88 

精神障害者保健福祉手帳

（精神障がい）（人） 
61 63 65 75 80 

合計 671 654 649 665 529 

 

■生活保護の状況 

□生活保護受給状況（保健福祉課） 

 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

保護世帯（世帯） 9 12 15 10 15 

人数（人） 13 16 19 11 17 

保護率（人口千人対） 0.10 0.12 0.15 0.08 0.13 

 

■生活困窮の状況 

□生活困窮者自立支援制度相談状況（福島県社会福祉協議会） 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

新規相談件数（件） 1 1 0 

プラン作成（件） 2 2 2 
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■回答者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問１　住んでいる地域〔％〕

N =

330 27.3 3.3 57.6 11.2 0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大熊町内 町内以外の双葉郡内 双葉郡外の福島県内 福島県外 無 回 答

問６　世帯構成〔％〕

N =

全　　　体 330

10～20歳代 18

30歳代 20

40歳代 45

50歳代 48

60歳代 81

70歳以上 116

町内 90

町外で帰還
意向あり

22

町外で帰還
意向なし

208

32.4

66.7

30.0

22.2

20.8

23.5

43.1

53.3

22.7

25.0

25.2

22.2

5.0

13.3

12.5

35.8

31.9

26.7

40.9

22.6

32.7

11.1

55.0

51.1

56.3

25.9

20.7

16.7

36.4

39.9

5.5

10.0

13.3

6.3

7.4

0.9

2.2

7.2

3.3

4.2

4.9

3.4

1.1

4.8

0.9

2.5

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ひとり暮らし 夫婦のみ ２世代（子どもまたは親と同居）

３世代（子ども孫または親と同居） その他 無 回 答
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■今後の居住意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■近所づきあいなど 

 

問７　今後の居住意向〔％〕

N =

全　　　体 90

10～20歳代 15

30歳代 8

40歳代 15

50歳代 11

60歳代 16

70歳以上 25

47.8

33.3

25.0

33.3

27.3

62.5

72.0

14.4

6.7

37.5

6.7

27.3

6.3

16.0

31.1

53.3

25.0

53.3

36.4

25.0

8.0

5.6

6.7

12.5

6.7

9.1

6.3

1.1

4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

住み続けたい どちらかといえば住み続けたい どちらともいえない

どちらかといえば町外に住みたい 無 回 答

問８　大熊町に帰還する予定〔％〕

N =

全　　　体 238

10～20歳代 3

30歳代 12

40歳代 30

50歳代 37

60歳代 65

70歳以上 90

9.2

8.3

3.3

8.1

10.8

11.1

23.5

16.7

23.3

29.7

18.5

26.7

40.8

66.7

58.3

36.7

51.4

41.5

34.4

23.1

33.3

16.7

33.3

8.1

24.6

24.4

3.4

3.3

2.7

4.6

3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

帰還する予定 帰還したいが予定はない 帰還しない まだ判断がつかない 無 回 答
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■地域の困りごとなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新型コロナウイルス感染症に関すること 

 

問27　優先的に解決するべき課題〔％・複数回答〕
N = 330

％

高齢者のみ世帯の安否確認

認知症の人や家族への支援

障がい者が地域で自立して生
活するための支援

障がい者に対する地域の理
解、交流の促進

生活習慣病等予防や介護予
防などの取組

働きながら子どもを育てられ
る環境の整備

子どもが安心して遊べる環境
の整備

子どもの教育や将来のことを
相談できる環境の整備

高齢者、障がい者、子どもな
どへの虐待防止

孤立死の防止

犯罪や非行の防止

災害が発生した際の安否確
認や避難誘導

管理されていない空き家・空
き地の適正な管理

振り込め詐欺など消費者被害
の防止

仕事につけない人への就労
支援

生活が苦しい世帯への支援

地域から孤立している人の社
会復帰支援

その他

特にない

無　回　答

47.3

19.4

9.4

8.8

12.4

20.3

16.7

6.7

9.7

24.5

9.4

27.9

11.5

2.7

7.6

13.3

7.3

2.4

9.7

7.9

0 10 20 30 40 50
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■住民の暮らしに対する不安や福祉サービスの要望・課題など 

■地域において「支えあい」が必要な人、地域の集まりに参加しにくい理由、課題 

■地域の課題解決に向けて、地域の住民やご自身ができること、必要だと思う取組 

■大熊町の地域づくりにおけるよいところ・資源となるもの（人・もの・場所など） 

■町行政・地域に協力してほしいことなど 
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■課題１ 福祉課題を抱える人・世帯の増加、地域での孤立化 

・アンケートや民生委員児童委員などのご意見からも、地域で高齢者の単身世帯、高齢

者のみの世帯が増えている状況がみられ、様々な面で今後の生活に不安があったり、

日常生活における移動や買物などに問題がみられます。避難生活が長期化して家族の

形態がかわった住民も多く、不安を軽減するための取組や仕組みづくりが必要です。 

・支援が必要な高齢者や障がいのある人などの増加、介護者の高齢化、8050問題やダブ

ルケアなど、家庭での介護力の低下で生活上の課題を抱える世帯、生活のしづらさや

重複する課題を抱えている世帯、地域で孤立している人や世帯、福祉制度の狭間にあ

って支援がつながりにくい人などが増える傾向であり、相談窓口のことや福祉情報の

提供、福祉に対する意識啓発が必要です。 

・住民の福祉や保健・医療・健康等に対するニーズは多様化・複合化しており、従来の

制度や支援だけでは対応が難しくなっています。必要な支援が届くように、相談体制

や福祉サービスの提供体制を確保する必要があります。 

■課題２ 地域のつながりの再構築 

・避難生活の長期化により、これまでのつながりが分断された状態が続いたことから、

地域がない、地域の担い手がいない、育たない状況となっており、一部避難が解除さ

れたことで地域の再構築を目指して、個人・法人を含め様々な資源を活かして地域づ

くりと担い手の育成に取り組んでいくことが課題です。 

・団体活動に関わってもらう人や一緒に活動できる団体をつなげていく工夫が求められ

ます。あわせて、地域福祉に関心をもってもらい、活動につなげるための情報発信や

コーディネート機能の強化が必要です。 

・地域の課題やニーズが多様化・複合化しており、解決に向けては様々な取組が必要と

なっています。地域においても、住民ができることをやる、地域でできることは地域

で取り組むことができる、地域で孤立しない、誰一人取り残さない地域づくりが求め

られます。 

・多様な人が参加しやすい範囲や手法を検討して、地域のつながりを再構築するための

きっかけや交流の場を創出する必要があります。 

■課題３ 災害や地域安全などに対する不安の増大 

・住み慣れた地域で安全に安心して暮らし続けられるよう、一人ひとりの心構えや備え

が求められるとともに、地域のセーフティネットのあり方が問われています。このよ

うなことからも、毎日の生活での地域のつながり、防災対策や地域安全活動による地

域でのつながりの重要性が再認識されています。 

・地震や台風・集中豪雨等の自然災害が増えており、災害時における避難行動要支援者

を地域で支援していく体制の構築が求められています。 

・詐欺や悪質商法の被害、高齢者・子ども・障がい者等への虐待、生活困窮や子どもの

貧困問題、犯罪の再発防止など様々な課題が顕在化しています。 

 
※セーフティネット：社会保障制度等を含め、救済策を網の目のように張ることで、全体に対して安全

や安心を提供するための仕組みのこと。  
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□基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

かかわる つながる 支えあえる 大熊町福祉の里  

町全体で 

多様な主体で 

取り組む 

地域に暮らす誰もが幸せな生活を送れるように 

住民・団体・行政の役割と連携を明確にした支えあう体制をつくる 

地域のネットワークと 

資源を活かして 

事業所 

各種 

団体 

学校等 
福祉団体・ 

事業所 

民生委員 

児童委員 

地域の 

課題解決に 

向けて 

地域の絆 

（行事等） 

地域 
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⍾
⍾
⏂
⎾ 

⎗
⎝
⍿
⎾ 

支
⍻
⍵
⍻
⎾ 
大
熊
町
福
祉
⎡
里 

(1) 住んでよかったまちへの基盤づく

りの推進 

(2) 横断的・包括的な保健福祉の推

進 

(2) 居場所づくりと交流活動の促進 

(3) 地域の人づくりの推進 

１ 「大熊町福祉の

里構想」の推進 

基本理念 

(3) 人・もの・ことをつなげる取組の

推進 

(1) 福祉に関する啓発・情報提供の

推進 

(1) 健康支援・介護予防の連携した

推進 

(4) 多様なサービスの提供体制の確

保と福祉サービスの質の向上 

３ 地域共生社会を

目指した生活支

援の推進 

(1) 安全・安心の地域づくりの推進 

(2) 住環境と生活環境の向上 

(4) 権利擁護支援の推進 

４ 安全・安心な暮

らしを守る環境

づくりの推進 (3) 外出・移動・社会参加を支援する

取組の推進 

(3) 重層的・包括的な相談支援体制

の確立 

２ 地域をつくる・つ

ながる体制づくり

の確立 

基本目標 基本施策 

(2) 地域包括ケアシステムの深化 
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※バリアフリー：障がい者が社会生活をしていく上で社会的、制度的、心理的な全ての障壁（バリア）

となるものを除去すること。  
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■主な取組■ 

施策の方向性 施策・取組 担当課等 

仕事と魅力ある職場の

創出支援 

福祉・教育分野などの事業体の確保とともに、魅力あ

る職場づくりと働き手を集めるための取組、住宅の確

保など、住むこと・働くこと・生活することが循環する取

組を推進する。 

働く意欲のある高齢者、障がいのある人などが活躍で

きる働く場の確保、農業分野等と連携した仕事内容の

検討などを行う。 

被災者等就労支援事業「ジモットワーカー」を継続して

実施するなど、多様な就労機会の確保を図る。 

企画調整課 

保健福祉課 

産業課 

生活支援課 

生活を豊かにする施策

の推進 

多世代が集まり交流できたり、学んだり、運動できた

り、大熊町の文化を感じたりできる場や機会の確保を

図る。 

移住者・来訪者も含め大熊町に関係する人を呼びこ

み、楽しめる場・施設づくりに取り組む。 

企画調整課 

保健福祉課 

教育総務課 

生活支援課 

各出張所 

町内の移動、来訪など

の利便性の向上とユニ

バーサルデザインの視

点に 立っ たま ちづ くり

の推進 

新設の道路、公共施設などについてはユニバーサル

デザインの視点に立ったバリアフリーな施設・設備を行

うとともに、駐車場や思いやり駐車場の確保、案内板

などが利用しやすいものとなるように配慮する。 

駅前周辺の整備、町内の移動などについても利便性

の向上に努める。 

企画調整課 

保健福祉課 

生活支援課 

■地域の取組■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ユニバーサルデザイン：年齢や能力、状況などに関わらず、全ての人が使いやすいように、製品や

建物・環境をデザインする考え方。  
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※ワンストップ：１か所で用事が足りること、１か所で何でも揃うこと。  
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■主な取組■ 

施策の方向性 施策・取組 担当課等 

保健・福祉などが連携

した分野横断型サービ

スの導入 

高齢者・障がい者、世帯にまたがる課題、制度の狭間

の課題などへの対応として、共生型サービス等の分野

横断型福祉サービス等の展開に取り組む。 

保健福祉課 

見守り活動やちょっと

した支援を担う福祉の

担い手の育成 

地域の一員として、見守り活動やちょっとしたお手伝い

等の支援が広がるように、きっかけづくりや関わりやす

い手法及び支援活動などを検討し、活動を広げる。 

保健福祉課 

社会福祉協

議会 

地域で交流する機会

の確保 

回覧板手渡し活動や挨拶運動、見回り活動などを行う

とともに、地域で交流する機会の確保を図る。 
各課 

多機関・多職種との連

携に よる 包括 的相 談

支援体制の構築支援 

障がい者等相談支援事業と地域包括支援センター、各

町村保健師の関係が密で連絡が取りやすくなること

で、複合化・複雑化する課題への対応に努める。 

支援が必要な人・その世帯、高齢者施策と障がい者支

援、障がい者支援と生活困窮支援など、支援がつなが

る窓口間の連携体制を確保する。 

保健福祉課 

 

障がい児者

相談支援事

業 所 ・ 基 幹

相談支援セ

ンター 

■地域の取組■ 
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■主な取組■ 

施策の方向性 施策・取組 担当課等 

地域における支えあい

活動を行う組織づくり

及び活動支援 

介護予防と保健事業の一体的な取組を進め、更なる通

いの場の充実を図る。 保健福祉課 

各出張所 

高齢者を対象にした行

事や地域での活動の

推進 

ふるさと交流会や平成29年度より再開した敬老会な

ど、地域での行事等について、町ホームページ等での

お知らせを行いながら、多くの高齢者の参加を促進す

る。 

保健福祉課 

社会福祉協

議会 

住民が集まる場の確

保 

地域の人、町に来た人などが気軽に立ち寄れる居場所

や、地域住民が話合いを通じて課題や気づきを出した

り、新たな活動ができる地域の拠点づくりに取り組む。 

保健福祉課 

各出張所 

■地域の取組■ 

 
※パラスポ―ツ：一般のスポーツをベースに障がいの種類や程度に応じてルール等を工夫したスポ

ーツで、障がいの有無に関係なく、ともに楽しめるスポーツなどの総称。  
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■主な取組■ 

施策の方向性 施策・取組 担当課等 

福祉に関する学習の推

進 

義務教育学校においてインクルーシブ教育を進め、特

別支援教育学級との交流・共同学習、福祉・障がい関

係施設等の訪問、交流など、幅広い体験機会の充実

を図る。 

教育総務課 

介護予防や心の健康

支援についての啓発 

介護予防普及啓発事業や地域介護予防活動支援事

業などにより、高齢者の介護予防に関する基本的な知

識の普及を図るとともに、実践につなげることを促進す

る。今後も、介護予防に関する啓発に努める。 

心の健康について町広報にパンフレットを同封したり、

広報に掲載するなどして啓発に努める。 

保健福祉課 

福祉に関する情報、子

育て支援に関する相談

機関の周知 

町内、県内外に避難しているため、提供できる情報が

限られる場合もあり、情報提供の方法や知りたい情報

などを検討し、今後も継続して福祉に関する情報提供

を行う。 

保健福祉課 

■地域の取組■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※インクルーシブ教育：障がいの有無に関係なく、誰でも地域の学校でともに学べる教育のこと。 
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■主な取組■ 

施策の方向性 施策・取組 担当課等 

元気な高齢者の活躍

支援 

高齢者が中心となり介護予防活動を実施する団体に

対して、仲間づくり、生きがいづくりを目的とした通いの

場に対する支援を行う。 

保健福祉課 

各出張所 

住民 の 集え る 場 の提

供 

健康介護予防体操、物づくり、認知症カフェ等のサロン

を開設する。自主的なサロンの開設に向け、人員の把

握・内容検討を行う。 

自宅でできるもの、屋外で集まってする運動など、やり

方を検討して参加しやすくする。 

感染症対策を徹底しながら、集える場の確保を検討す

る。 

保健福祉課 

社会福祉協

議会 

各出張所 

子どもの交流活動・体

験活動の推進 
学び舎ゆめの森の子どもたちと区域外就学している子

どもたちとの直接交流、オンラインを活用した間接交流

等、新たな絆づくりとした子どもたちの交流活動を検討

する。 

教育総務課 

子育て世代の交流・家

庭教育等の推進 

いわき市では子育てひろばの開催、居住する住民が

立ち上げたサークル活動を支援するとともに、保護者

同志の交流の場について検討する。 

認定こども園、義務教育学校等の保護者を含め、子育

て世代の親も巻き込んでの事業を検討する。 

保健福祉課 

保健福祉事

務所 

教育総務課 

各出張所 
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施策の方向性 施策・取組 担当課 

多 様 な 学 習 、 地 域 課

題解決等解決に向け

たＳＴＥＡＭ教育の推

進 

教科の学習のみならず、体験活動においても、積極

的なタブレット PC の活用を検討し、デジタルとアナロ

グのバランスを考慮した学習を行うとともに、地域課

題解決に向けたプロジｴクト型のＳＴＥＡＭ教育を進め

る。 

教育総務課 

生涯学習活動・世代間

交流の充実 

学ぶ機会、知る機会として生涯学習の場の確保を図

る。 

大熊町の伝統文化（熊川稚児鹿舞）の学習等、伝承

活動を推進する。 

伝統文化やふるさと教育など広い世代が集まって一

緒に学べる、体験できる機会の創出を図る。 

教育総務課 

学習支援の継続と学

びを通じた地域コミュ

ニティの再生 

ＳＣ（スクールカウンセラー）、SSWｒ（スクールソーシャ

ルワーカー）と連携した支援の継続を図るとともに、ア

フタースクール等において、地域内外の人材、外部の

専門家（おおくま教育応援団）との活動、世代間交流

等を検討する。 

教育総務課 

■地域の取組■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＳＴＥＡＭ教育：Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学・物づくり）、Art（芸術・リ

ベラルアーツ）、Mathematics（数学）の分野の学習を通じて、子どもを今後のＩＴ社会に順応した競

争力のある人材に育てていくための教育方針のこと。 

※スクールカウンセラー：学校内において児童や生徒、その保護者に対して、臨床心理に関する専

門知識を生かしながらサポートしていく人のこと。 

※スクールソーシャルワーカー：主に生徒や児童の立場から、問題を抱える児童・生徒を取り巻く環

境へ働きかけたり、関係機関等との連携・調整を行ったりする、問題解決ができる環境づくりを推

進する人のこと。  
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問38　社協の活動で充実してほしい活動〔％・複数回答〕
N = 330

％

ボランティア活動への参加促
進と支援

住民による身近な支え合いの
活動への支援

誰もが安心して在宅で生活す
るための福祉サービス

身近なところで福祉の相談が
できる窓口

児童・生徒、地域住民を対象
とした福祉教育の推進

福祉に関する情報発信

子育てに関する支援

援助を必要とする人や団体へ
の支援

生活に困っている人への支援

判断が十分でない人への権
利擁護の支援

その他

特にない

無　回　答

7.9

23.6

33.3

30.3

4.5

9.4

8.8

23.6

7.6

7.0

4.2

20.6

8.2

0 10 20 30 40
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■主な取組■ 

施策の方向性 施策・取組 担当課等 

福祉関係者の研修・情

報交換機会の確保 

介護施設、障がい者支援施設の関係者と問題意識の

共有を進めて、かかわる方たちへの研修や情報交換

等により資源向上に努める。 

保健福祉課 

 

相双保健福

祉事務所 

 

障がい児者

相談支援事

業 所 ・ 基 幹

相談支援セ

ンター 

福祉団体等の支援 民生児童委員協議会・老人クラブ連合会・ボランティ

ア連絡協議会・遺族会の事務局を担い、町内での活

動に向け支援する。 

社会福祉協

議会 

各種ボランティア育成・

活動支援、活動推進体

制の確保 

ボランティア活動についての理解を深めるための啓発

とクリーンアップ活動、防災訓練等を通して育成と理

解促進を図る。 

ボランティア活動・体制づくりについて方向性を検討す

る。 

保健福祉課 

 

社会福祉協

議会 

新たな担い手の育成支

援 

生活支援コーディネーターの地域課題の把握とあわ

せて、帰町した地域住民や介護予防ボランティアなど

と連携して、関わってくれる仲間づくりを行う。 

保健福祉課 

 

社会福祉協

議会 

■地域の取組■ 
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■主な取組■ 

施策の方向性 施策・取組 担当課等 

健康づくりの支援 運動習慣がなく身体活動量が少ない住民が県・国と比

較して多いため、地域の実情に応じて集団運動教室や

個別運動指導を実施している。生活習慣病発病・重症

化予防のため、既存団体などに出前健康教育（栄養

士・薬剤師・保健師などによる）を今後も継続して実施

する。 

保健福祉課 

生活習慣病予防、特定

健診・保健指導 

住民が自身の健康を維持し、将来の健康寿命の延伸

につながるよう、現在の身体の状態を把握するための

特定健診を行い、その後健診結果説明会や特定保健

指導を継続して実施する。 

保健福祉課 

 

住民課 
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施策の方向性 施策・取組 担当課等 

健康チャレンジ事業 今後の健康、未来の自分を考える機会となるよう、内

容を工夫して継続して実施する。 
保健福祉課 

こころの元気を育てる

講座 

心のアンケートなどで住民のニーズを把握し、心身の

元気を支援するための講座等を内容・実施方法などを

検討しながら継続して実施する。 
保健福祉課 

こころの健康相談 こころの健康相談を広報等で周知する。 

町で個別支援の実施や必要に応じて各保健福祉事務

所、心のケアセンター、精神科医と連携した対応に努

める。 

保健福祉課 

新生児・乳幼児訪問事

業 

県内の新生児・乳幼児は全件訪問し、県外は電話等

で支援を行い、支援が必要な母子に関しては避難先

自治体へ連絡し対応していただくようになっている。こ

のため、調査票を使って産後うつの状況を把握し、早

期発見に努める。 

保健福祉課 

各出張所 

避難先自治

体 

保健福祉事

務所 

乳 幼 児 健 康 診 査 ・ 教

育・相談 

乳幼児健診は避難先自治体で実施してもらい、フォロ

ーが必要な子どもに町保健師が対応している。今後は

妊産婦訪問や状況に応じて、乳幼児健診に参加する

など、早期からの関わり、児の成長発達も支援する方

法を取り入れて実施する。 

保健福祉課 

各 出 張 所 

避難先自治

体 

保健福祉事

務所 

子どもたちのスポーツ・

レクリエーション活動 

引き続き、避難先でのスポーツ活動などへの参加を促

すとともに、町内での「学び舎ゆめの森」の開校に合わ

せ、スポーツ・レクリエーション活動の展開を検討す

る。また、その活動に向けて、おおくまスポーツクラブと

の連携、指導員の確保等も含めた実施方策を検討す

る。 

教育総務課 

介護予防・日常生活支

援総合事業の推進 

避難先自治体での利用を踏まえ、避難先自治体と連

携調整を図りながら、自立支援と重度化防止を目指し

て円滑な利用を支援する。 

保健福祉課 

高齢 者 の保 健 事業 と

介護予防の一体的な

推進 

町の健康課題を明確にし、保健事業と介護予防事業

の一体的な推進方法を検討し、実施する。住民主体の

通いの場等で、高齢者のフレイル予防を推進し、高齢

者の生活改善を支援する。 

保健福祉課 

各出張所 

地 域 交 流 サ ロ ン の 実

施 

社会福祉協議会でも介護予防として地域交流サロンを

実施している。閉じこもりの解消と介護予防の促進の

ため、健康体操、レクリエーション等を楽しむ地域交流

サロンを実施する。 

社会福祉協

議会 

認知症対策 認知症地域支援推進員を中心に、地域での見守りと

家族の支援などを行う。 
保健福祉課 

 

 

※フレイル予防：加齢により心身が老い衰えた状態を予防すること。  
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施策の方向性 施策・取組 担当課等 

感染症予防対策の推

進 

感染症対策やまん延防止重点措置について、対応方

針の検討・決定を流行状況に応じながら適切に実施し

ていく。 

感染状況など感染症についての情報提供とともに、新

しい生活様式など感染予防対策について周知を図る。 

社会福祉施設等には、広報・ホームページへの掲載や

防災無線を通して、感染予防及びまん延防止の普及

啓発を行う。 

保健福祉課 

 

全課 

■地域の取組■ 
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□アンケートでの地域での手助け 

現在手助けしていること

（上位３項目） 

今後手助けできること 

（上位７項目） 

手助けしてほしいこと（上位

４項目） 

「話し相手」が 11.2％ 

「 安 否 確 認 の 声 か け 」

10.6％ 

「玄関前や通路確保のた

めの除雪」7.0％ 

「安否確認の声かけ」34.5％、 

「話し相手」29.7％、 

「ごみ出し」28.8％、 

「 日 用 品 な ど の ち ょ っ と し た 買 物 」

28.5％、 

「電球交換などのちょっとした作業」

27.0％、 

「玄関前や通路確保のための除雪」

が 24.2％、 

「 悩 み ご と 、 心 配 ご と の 相 談 」 の

21.2％など 

「 安 否 確 認 の 声 か け 」 が

13.6％、 

「 病 気 の と き の 看 病 」 が

11.2％ 

「経済的な支援」が 10.6％ 

「 通 院 の 付 き 添 い 」 が

10.3％ 
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■主な取組■ 

施策の方向性 施策・取組 担当課等 

地域包括ケアシステム

の深化・推進 

県、相双保健福祉事務所、民間の伴走型支援を頂き、

地域包括ケアシステムの立ち上げを目指す。 

高齢や障がい等で支援が必要な人のケース検討、地

域ケア会議など、ケアマネジメントを通じた地域包括ケ

アシステムの構築を目指す。 

保健福祉課 

 

相双保健福

祉事務所 

地域包括支援センター

の機能拡充 

帰町した町内を中心に地域ケアシステムの構築を目

指す。 

町外避難者への対応も継続し、避難先や関係機関と

の連携、県の支援を受けながら取り組んでいく。 

町内では双葉警察署大熊駐在所、大熊町社会福祉協

議会、庁内関係部署で集まり、２か月に１回、町内の

課題を共有する場を設けている。 

準備宿泊も始まり、町内で生活を再開する方も出てく

ることから、引き続き開催する。 

保健福祉課 

生活支援体制整備事

業 

地域における助け合いや生活支援・介護予防サービス

のコーディネート機能を果たす「生活支援コーディネー

ター（地域支え合い推進員）」を配置する。 

地域の課題を共有し解決に向けて協議する「協議体」

は、庁内及び関係機関とともに勉強会などを行いなが

ら情報共有と連携を図り、取り組んでいく。 

各福祉サービスは委託方式などにより提供に努め、社

会福祉協議会や各関係課と連携しながら見守り等を

継続する。 

保健福祉課 

 

生活支援課 

 
社会福祉協

議会 

ネットワーク会議の開

催（地域の見守り） 

庁内関係各課(保健福祉課・生活支援課等)、社会福祉

協議会、警察などの関係機関とネットワーク会議を開

催し地域の見守りについて連携を図る。 

公営住宅の空き状況(防犯)や入退去等の報告など、

地域の状況把握と共有に努める。 

保健福祉課 

 

生活支援課 

住 民 の見 守 り 活 動の

継続 

支援を必要とする方を重点的に訪問し、状況の変化に

応じて支援計画の見直しを図る。 

商業施設、地域のキーパーソンとなる方と地域の見守

りの協働体制を図る。 

他の支援機関と連携体制を確保しており、訪問対象者

を調整し、適切に訪問できるようにする。 

他に支援を必要とする方の早期発見、支援体制の強

化を図る。 

避難先で生活する方も多く住民も分散しているため、

今後もネットワークを有効に活用しながら実態を把握

する。 

保健福祉課 

 

社会福祉協

議会 
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施策の方向性 施策・取組 担当課等 

産後ケア事業 初産婦からの相談が多く、産後の養育・子育てが円滑

にできるように、利用を促進する。 

保健福祉課 

福島県助産

師会 

ゲートキーパー養成講

座 

町職員、議員、保健協力員、食生活改善推進員、既存

団体、一般住民を対象にゲートキーパー養成研修を実

施し、見守り活動の展開を図る。 

保健福祉課 

心のケアセ

ンター 

生活支援相談員による

相談活動、見守り活動

の推進 

個別支援計画の作成とともに、訪問不要・訪問拒否世

帯へ訪問再開の意向調査を行い、支援の必要性を検

討する。町内における地域支援となるニーズ調査、社

会資源の発掘を生活支援コーディネーターと協力して

行う。 

社会福祉協

議会 

地域ケア会議 支援が必要な高齢者の多様なニーズに応じて、医療、

介護、予防、住まい及び生活支援サービスを提供する

ため、ケアマネジメントやサービス調整を行う。 

保健福祉課 

 
障がい児者

相談支援事

業所・基幹

相談支援セ

ンター 

各保健福祉事務所・関

係市町村・消防・救急

医療・警察との連携 

各会議を通して情報の共有及び担当者間の連携を図

る。コロナ禍を考慮し、書面決議やオンライン等を用

い、円滑な連携を図る。 

保健福祉課 

地域自立支援協議会

での検討 

他町村の現状や保健・教育・福祉等他部門の情報共

有を実施。就学へ向けての支援として就学説明会や、

こども支援の課題の共有、双葉郡の児童発達支援セ

ンター設置のための取組等を今後も継続して実施す

る。 

保健福祉課 

 

障が い児者

相談支援事

業 所 ・ 基 幹

相談 支援 セ

ンター  

介護 と 医 療の 連 携の

推進 

退院調整ルールを継続して周知を図っている。在宅医

療介護連携には医療機関の連携が必要であり、広域

的な視点で連携方策を検討する。 

保健福祉課 

子どものための相談支

援体制づくり 

学び舎ゆめの森に在籍している子どものみならず、区

域外就学をしている子どもについても、保健師やＳＣ

（スクールカウンセラー）、SSWｒ（スクールソーシャルワ

ーカー）と情報を共有することで家庭・保護者への支援

体制を充実する。 

教育総務課 

■地域の取組■ 

 

 

※ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をか

け、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）ができる人のこと。  
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問45　支え合いの地域づくりに町が行う支援〔％・複数回答〕
N = 330

％

生活が苦しい人が自立した生
活を継続するための支援

近所や地域での支え合いの
仕組みづくりの取組

ボランティアを増やすような支
援

段差解消などバリアフリーの
推進

様々な相談に対応できる体制
の整備

要介護状態にならないための
予防の取組

権利擁護支援の取組

在宅福祉を支えるための支
援

養育困難など課題を抱えた家
庭への支援

健診など健康を支援するため
の取組

手当などの給付の拡大

その他

無　回　答

36.4

38.2

13.0

11.8

48.8

25.5

8.5

28.5

13.9

33.3

22.7

3.9

10.3

0 10 20 30 40 50 60
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■主な取組■ 

施策の方向性 施策・取組 担当課等 

相談体制の拡充・重層

的支援体制整備の取

組 

相談体制を整えても、社会資源が不足しており利用で

きるサービスが限られてしまう状況がある中、相談者

の状況に応じて他支援機関へのつなぎ、情報共有を

行っている。相談の流れ、基本情報の把握などができ

る受付表の見直し・共用、避難自治体への連絡方法な

どの強化を図る。重層的支援体制整備事業の取組み

について、ワンストップ相談窓口や関係機関との体制

整備に取り組む。 

保健福祉課 

 

障がい児者

相談支援事

業 所 ・ 基 幹

相談支援セ

ンター 

 

社会福祉協

議会 

子どもを安心して生み

育てることができる地

域づくり 

避難先でも生活・教育・保育を的確に支援し、子育て

世代包括支援センター「おおくまっこ」を中心に妊娠・

出産・育児の切れ間ない支援を行う。 

必要な児童については、関係機関が連携して適切な

療育につないでいくとともに、こども園や学校と連携し

て、見守りなどをしてもらいながら必要な福祉サービス

につなげる。 

保健福祉課 

教育総務課 

児童相談所 

医 療 機 関 

保健所 

保育 所 、幼

稚 園 、 こ ど

も園など 

生活困窮者自立支援

事業（自立相談支援事

業）へのつなぎ業務 

生活支援員の配置と町内及び避難先の協力を並行し

て検討し、支援が必要な人の適切な利用につながるよ

う、支援者向けの啓発を継続する。 

保健福祉課 

 

社会福祉協

議会 

■地域の取組■ 

 

□重層的支援体制整備事業の内容 
 

Ⅰ 相談支援：本人や世帯の属性にかかわらず包括的に相談を受け止め（介護・障が

い・子ども・生活困窮の各分野で実施されている既存の相談支援を一体として実施）

支援関係機関のネットワークを活用し、各分野が連携して対応・ネットワークの中

で潜在的な相談者を見つけ、必要な支援を届ける・複雑化・複合化した課題につい

ては、多機関が協働して支援 

Ⅱ 参加支援：本人や世帯の状態に合わせ、社会とのつながりを作るための支援を実

施・利用者のニーズを踏まえ、地域資源とのマッチングや支援メニューを作成・本

人の状態や希望に沿った支援の継続に向けたフォローアップを実施 

Ⅲ 地域づくりに向けた支援：世代や属性を超えて住民同士が交流できる場や居場所

を整備・交流・参加・学びの機会を生み出すため、地域の多様な主体による取組を

コーディネート・多様な担い手によるプラットフォームを形成し活動の活性化を図

る 

 

 
※マッチング：組み合わせること、調和すること。 

※プラットフォーム：サービスやシステムを動かしていくために必要な,共通の土台（基盤）となる標準

環境のこと。  
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■主な取組■ 

施策の方向性 施策・取組 担当課等 

外出支援サービス 介護や介助、支援が必要な高齢者・障がい者で、いわ

き市、郡山市、会津若松市に居住する住民に月２回程

度外出支援サービスを実施する。 

保健福祉課 

 

社会福祉協

議会 

配食サービス 調理等が困難な高齢者等に対して、定期的に訪問し、

栄養バランスのとれた弁当を提供するとともに、利用

者の見守りを実施する。（町内・会津若松市・郡山市・

福島市・いわき市・南相馬市） 

保健福祉課 

 

社会福祉協

議会 

介護保険サービス、障

が い （ 児 ） 福 祉 サ ー ビ

ス、子育て支援サービ

ス等の提供体制の確保 

避難先では地域資源に基づいて利用できているもの

の、町内では提供できるサービスが不足しており、圏

域内の事業所などと連携を図り、提供体制の確保を

図る。 

保健福祉課 
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施策の方向性 施策・取組 担当課等 

子どもの育ち支援 町立幼稚園・学校への通学には、スクールタクシーを

利用できるように継続して実施する。 

特別支援学級については、令和５年度からの大熊町

内での実施体制について、支援員の配置や相談・福

祉サービスの利用の体制を確保する。 

教育総務課 

各種助成・給付事業の

周知 

在宅老人介護用品給付事業、要介護高齢者介護慰

労手当、出産祝金等支給事業、就学等を援助する事

業、被災児童生徒就学支援事業及び幼稚園給食費

補助など実施する事業について周知を図り、適切な利

用を促進する。 

県内外に住民が避難していることを考慮し、情報提供

手段や希望する内容を検討して情報提供を継続して

行う。 

保健福祉課 

 

教育総務課 

事業者 の指 定及 び 管

理・指導 

地域密着型サービス事業者については、町が指定・

指導監督しており、介護保険サービス事業者が適正

なサービスを提供し、利用者が安心して利用できるよ

うに努める。 

保健福祉課 

介護人材・福祉人材の

確保 

介護事業所の人材不足は改善までは至っていないた

め、事業を継続していく必要がある。 

人材確保として福祉・介護人材に対する就業準備等

補助金の周知及び交付を行う。 

人材育成として介護職員研修資格取得に係る補助金

の周知及び交付、ベンチャー企業との連携やデジタル

活用について先駆的事例を行う。茨城県大子町と情

報交換会を継続して実施する。 

職場の魅力を向上できるよう、先駆的事例を参考に当

町のニーズに合った事業の構築を目指す。 

保健福祉課 

 

社会福祉協

議会 

 

福島相双復

興推進機構 

■地域の取組■ 

 

 

  



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問21　災害時に協力し合うために必要なこと〔％・複数回答〕
N = 330

％

災害時避難行動要支援者名
簿の作成

地域での自主防災組織づくり

地域での定期的な防災訓練

地域での勉強会

福祉サービス事業者や行政と
の連携

その他

特にない

無　回　答

32.1

32.7

34.5

17.6

34.8

3.3

17.9

6.1

0 10 20 30 40

（住民同士の交流、日ごろからのコミュニケーションなど） 
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■主な取組■ 

施策の方向性 施策・取組 担当課等 

福祉避難所の指定、確

保 

大熊町地域福祉計画に基づき、災害予防対策を推進

する。避難所には介助、援助ができる部屋の確保など

に努める。防災拠点型交流スペースを有する施設等を

福祉避難所として確保する。 

保健福祉課 

環境対策課 

生活支援課 

災害 に備 えた 情 報伝

達体制や避難支援体

制の整備 

災害時の避難にあたって支援が必要となる高齢者や

障がい者等の実態等を把握し、災害発生時に地域で

連携して支援する体制づくりに取り組む。今後も民生

委員児童委員や介護サービス事業者等と協力しなが

ら、災害に備えた情報伝達体制や避難支援体制の整

備に努める。 

要支援者名簿の作成・関係課及び関係機関と情報共

有を図る。 

住民にハザードマップや避難場所の周知を図る。 

保健福祉課

環境対策課

生活支援課 

社会福祉協

議会 

自主防災組織の育成

と 避 難 行 動要 支 援者

避難支援の取組 

地域の状況等を把握し、要避難者名簿の作成及び個

別支援計画の作成などを進める。 

自主防災組織については、近隣企業等への協力を進

める。 

環境対策課 

生活支援課 

保健福祉課 

消防団等による町内パ

トロール活動の推進 

委託事業者による避難指示解除区域、立入規制緩和

区域の２４時間パトロール、消防団による町内パトロー

ルと夜警を実施する。 

環境対策課 

緊急通報システム事業 県内に居住するひとり暮らし高齢者等に緊急通報装置

を貸与し、緊急時の対応や安否確認を行っている。高

齢者等の急を要する場合の心の支えや、週に一度の

元気コールは見守りにもなっており、今後も設置を促

進する。 

保健福祉課 

児童健全育成活動 子どもたちの見守り活動を社会福祉協議会や民生委

員児童委員が定期的に実施しており、活動を支援す

る。 

保健福祉課 

教育総務課 

■地域の取組■ 

 

 

 

 

 

 

※ハザードマップ：自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難

場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図のこと。  
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■主な取組■ 

施策の方向性 施策・取組 担当課等 

住宅のバリアフリー化

の支援 

住宅改修、日常生活用具の給付・貸与等を継続して実

施する。 
保健福祉課 

住まいの整備促進 下野上地区復興拠点内に計画している住宅の円滑な

整備を促進する。 
生活支援課 

人にやさしいまちづくり

の推進 

大野駅西口の整備についても、ユニバーサルデザイン

等の導入を図る。 
企画調整課 

遊び場の確保 パンフレットを配布し福島県の遊び場の情報提供をし

ており、双葉郡内及び避難先で遊び場が利用できるよ

うに情報提供に努める。 

保健福祉課 

福島県 

■地域の取組■ 
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■主な取組■ 

施策の方向性 施策・取組 担当課等 

おもいやり駐車場制度

（パーキングパーミット

制度）の推進 

障がいのある方がわかりやすい表示であるかを確認

するためにも、「双葉地方地域自立支援協議会ほん

にん部会」で協議しながら、町内及び圏域内で推進さ

れるように努める。 

保健福祉課 

 

障 が い 児 者

相 談 支 援 事

業所・基幹相

談支援センタ

ー 

人にやさしいまちづくり

の推進 

障がい者への不当な差別の禁止、合理的配慮につい

て啓発し、様々な障壁をなくし、社会参加が促進され

るように取り組む。 

保健福祉課 

 

障 が い 児 者

相 談 支 援 事

業所・基幹相

談支援センタ

ー 

高齢者等の働く場・機

会の創出 

現在は、避難生活によりシルバー人材センターの活

動は実施していないが、関係機関（老人クラブ役員

等）にも今後についての協議をしたい。 

保健福祉課 

 

社 会 福 祉 協

議会 

外出支援サービス 社会福祉協議会への委託事業として実施し、要介護

２以上等で一般の交通機関を利用することが困難な

人に対して、通院の移動支援を行っている。 

避難先においては、介護タクシー業者に一部業務委

託し、社会福祉協議会事務所が終了した場合もサー

ビスを提供できる体制を確保する。 

保健福祉課 

 

社 会 福 祉 協

議会 

意思疎通支援 デジタル化への対応なども含め、高齢者・障がい者等

の意思疎通を支援する。そして、本人の意思決定を支

援するための研修や啓発を関係機関と取り組む。 

保健福祉課 

 

障 が い 児 者

相 談 支 援 事

業所・基幹相

談支援センタ

ー 

■地域の取組■ 
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■主な取組■ 

施策の方向性 施策・取組 担当課等 

成年後見制度の利用

支援 

成年後見制度についての広報・普及活動を行いま

す。また、電話や訪問での相談対応に努め、必要時

は成年後見制度の利用までの支援のため、司法書士

等との相談などにつなぎ、きめ細かな対応に努める。 

・町長申立の実施 

・申立経費及び報酬の支払 

・各関係課との情報共有（対象者調査含む） 

保健福祉課 
 
中通り連絡
事務所 

日常生活自立支援事

業（あんしんサポート） 

認知症や身体・知的・精神等の障がいなどで認知能

力・判断能力が低下した人の日常的な金銭管理、福

祉サービスの利用などを支援するもので、成年後見

制度とあわせ、相談や手続きなどのきめ細かな対応

に努める。 

保健福祉課 

 
社会福祉協
議会 

子ども の権 利擁護の

推進 

現行施策（人権作文及び人権教室開催）を継続して実

施するとともに、広報などでの啓発に努める。 住民課 

人権擁護委員の相談

活動 

人権特設相談（年2回）を継続して実施するとともに、

広報などでの啓発に努める。 住民課 

高 齢 者 や障 が い 者 、

児童に対する虐待へ

の適切な対応 

障害者虐待対応・防止マニュアルの策定の助言と双

葉郡障害者虐待対応・防止ネットワークの設置によ

り、ケース会議の実施、各福祉関係事業者と情報共

有し、対応適切な対応に努める。 

保健福祉課 

児童相談所 

各事業所 

障がい児者相

談 支 援 事 業

所・基幹相談

支援センター 

児童への虐待防止の

啓発と早期発見、児童

の保護 

国、県からの啓発用チラシを各出張所及び町関係施

設で配布しており、啓発活動を今後も継続して実施す

る。 

福島県内の児童相談所と情報共有及び連携し、虐待

の防止と早期の対応に努める。 

保健福祉課 

 

 

児童相談所 

大熊町虐待防止対策

連絡協議会の運営 

要保護児童対策協議会の開催による虐待対応を実施

する。 

各関係機関との情報共有、連携強化を図る。 

保健福祉課 

■地域の取組■ 
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※ノーマライゼーション：障がい者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるよ

うな条件を整えるべきであり、ともに生きる社会こそノーマルな社会であるという考え方。 
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□法定後見制度の類型 

区 分 対象となる方 援助者 

補助 判断能力が不十分な方 補助人 監 督 人 を 選

任することが

できる。 
保佐 判断能力が著しく不十分な方 保佐人 

後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 後見人 

○成年後見制度の利用の促進に関する法律より抜粋 ※平成 28 年５月１３日施行 

（市町村の講ずる措置） 

第 14 条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域にお

ける成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努め

るとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。 

２ 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な

事項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他

の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

 
 

 

□成年後見制度利用者数の推移（全国）（成年後見関係事件の概況（裁判所資料）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

任意後見 2,245 2,461 2,516 2,611 2,652 2,655

補助 8,754 9,234 9,593 10,064 10,983 12,383

保佐 27,655 30,549 32,970 35,884 38,949 42,569

成年後見 152,681 161,307 165,211 169,583 171,858 174,680

総数 191,335 203,551 210,290 218,142 224,442 232,287

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000
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認知症

64.1%

知的障害

9.9%

統合失調症

9.0%

高次脳機能障害

4.8%

遅延性意識障害

0.9%

その他

11.2%

司法書士

37.9%

弁護士

26.2%

社会福祉士

18.4%

社会福祉協議会

4.9%

行政書士

3.6%

市民後見人

1.1%

税理士

0.2%

精神保健福祉士

0.1%
その他法人

6.9%

その他個人

0.7%

親族

19.7%

親族以外

80.3%

□利用開始原因（全国）（成年後見関係事件の概況（裁判所資料）） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※開始原因「その他」は発達障害、うつ病、双極性障害、アルコール依存症・てんかんによる障害等 

□後見人等と本人との関係（全国）（成年後見関係事件の概況（裁判所資料）） 

【後見人等と本人との関係（2 区分）（全国）】 【親族以外の内訳（全国）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□市区町村長申立件数の推移（成年後見制度の現状（厚生労働省資料）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（件） 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 

総件数 34,215 34,174 34,623 34,444 35,486 36,186 35,640 36,858 

※後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件の終局事件を対象

5,046
5,592

5,993
6,469

7,037
7,705 7,837

8,822

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

（件）
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□「成年後見制度」の認知状況（令和２年度大熊町福祉に関するアンケート調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□「成年後見制度」の認知状況（令和３年度住民アンケート調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問47　成年後見制度の認知〔％〕

N =

全　　　体 259

身体障がい 193

知的障がい 35

精神障がい 33

手帳未交付 24

24.7

26.4

17.1

15.2

16.7

30.1

31.6

28.6

33.3

20.8

31.3

26.9

42.9

39.4

41.7

13.9

15.0

11.4

12.1

20.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

名前も内容も知っている 名前を聞いたことがあるが、内容は知らない

名前も内容も知らない 無 回 答

問42　成年後見制度の認知度〔％〕

N =

全　　　体 330

10～20歳代 18

30歳代 20

40歳代 45

50歳代 48

60歳代 81

70歳以上 116

町内 90

町外で帰還
意向あり

22

町外で帰還
意向なし

208

36.4

27.8

30.0

28.9

37.5

45.7

34.5

31.1

31.8

39.4

34.2

33.3

40.0

33.3

31.3

33.3

36.2

30.0

40.9

36.1

24.5

33.3

25.0

37.8

27.1

17.3

22.4

31.1

22.7

21.6

4.8

5.6

5.0

4.2

3.7

6.9

7.8

4.5

2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

知っている 名前は知っているが、内容まではわからない 全く知らない 無 回 答
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■課題 

■取組方針 

 

検討・協議する事項 

●権利擁護支援の地域連携ネットワークの役割（権利擁護支援の必要な人の発見・支

援、早期の段階からの相談・対応体制の整備、意思決定支援・身上保護を重視した成

年後見制度の運用支援体制の構築）を実現させる体制整備の方針 

●地域連携ネットワークの中核機関の整備・運営方針 

●地域連携ネットワーク及び中核機関の４つの機能（広報機能、相談機能、成年後見制

度利用促進機能、後見人支援機能）の段階的・計画的整備方針 

●「チーム」「協議会」の具体化の方針 

●成年後見制度の利用に関する助成制度のあり方 

■主な取組■ 

施策の方向性 施策・取組 担当課等 

権利擁護支援の推進 人権擁護、権利擁護支援に関する啓発に努めるとと

もに、相談先などを周知する。 

個人情報保護のあり方に関するサービス事業者など

への周知・啓発を行う。 

成年後見制度利用支援、成年後見に関する講演会・

相談会を開催する。 

法人後見人の育成、体制整備に取り組む。 

保健福祉課 

成年後見制度につい

ての普及・啓発 

民生委員児童委員協議会、障がい者相談支援事業

所・基幹相談支援センターなど障がい者支援施設等

で成年後見制度についての研修などを行う。 
保健福祉課 

成年後見制度の利用

支援 
電話や訪問での相談対応に努め、必要時は成年後見

制度の利用までの支援のため、司法書士等との相談

などにつなぎ、きめ細かな対応に努める。 

・町長申立の実施 

・申立経費及び報酬の支払 

・各関係課との情報共有（対象者調査含む） 

今後は、成年後見制度における中核機関、地域連携

ネットワーク体制の確保を検討する。 

保健福祉課 

 

中通り連絡

事務所 
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施策の方向性 施策・取組 担当課等 

日常生活自立支援事

業（あんしんサポート） 

認知症や身体・知的・精神等の障がいなどで認知能

力・判断能力が低下した人の日常的な金銭管理、福

祉サービスの利用などを支援するもので、成年後見

制度とあわせ、相談や手続きなどのきめ細かな対応

に努める。 

保健福祉課 

 
社会福祉協
議会 

高齢者施策・障がい者

施策との連携 

 

地域福祉計画における位置づけ、他計画との連携・

調和を図る。 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画、障がい者計

画、障がい福祉計画、障がい児福祉計画と連携し、権

利擁護支援の推進、成年後見制度の利用を促進す

る。 

・成年後見制度利用支援の推進 

・日常生活自立支援事業の推進 

保健福祉課 

 

□地域連携ネットワークと中核機関のイメージ（厚生労働省資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



55 

 

■町の役割 

■社会福祉協議会の役割 

■住民の役割 
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■地域の役割 

 

町 

住民 地域 

社会福祉 
協議会 
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□進行管理における取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＰＤＣＡ：計画をたて（Plan）、実行し（Do）、その評価（Check）に基づいて改善（Action）する工程を

継続的に繰り返す仕組みのこと。  

Plan（計画） 

・町、地域住民、関係団体など

が協働し、「地域福祉計画」を

策定 

・毎年度の取組状況の整理 

・大熊町福祉計画推進協議会に

よる評価 

Check（点検・評価） 

・評価結果を踏まえた実施・

手法の改善 

Action（改善・見直し） 

・町、社会福祉協議会、地域住

民、関係団体などが協働し、

地域全体で取り組む 

・ワークキンググループ委員会

を中心にした検討・推進 

Do（実施） 
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（平成 12 年 9 月 27 日条例第 34 号） 

(設置) 

第１条 大熊町における保健福祉に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、地方自治法

(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づき、大熊町福祉計画推進協議会(以下

「協議会」という。)を設置する。 

第２条 協議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査及び審議する。 

(1) 保健福祉に係る計画の策定に関すること。 

(2) 保健福祉に係る施策の推進、運営及び進捗状況に関する事項 

(3) 保健福祉に係る町民の苦情及び要望に関する事項 

(4) その他保健福祉に係る施策の効果的推進に関する事項 

(組織) 

第３条 協議会は、委員 20 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、保健医療機関及び社会福祉事業を営む者並びに福祉団体、学識経験者及び町民の内か

ら町長が委嘱する。 

(任期) 

第４条 委員の任期は 3 年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 特定の職により委嘱された委員は、任期満了前において当該職を失ったときは、委員の職を失

うものとする。 

(委員長及び副委員長) 

第５条 協議会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第６条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 会議は、委嘱された委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 委員長は、必要に応じて関係者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。 

(専門部会) 

第７条 協議会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、委員長の命を受け、専門的事項を調査及び審議する。 

(部会長及び副部会長) 

第８条 専門部会に、専門部会の委員の互選により部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。 

３ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 
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(専門部会の会議) 

第９条 専門部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が主宰する。 

２ 部会長は、必要に応じて関係者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。 

(庶務) 

第 10 条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。 

(委任) 

第 11 条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるも

のとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 13 年 10 月 22 日条例第 25 号) 

この条例は、平成 13 年 11 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 16 年 12 月 17 日条例第 20 号) 

この条例は、平成 17 年 1 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 21 年 12 月 24 日条例第 32 号) 

この条例は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 24 年 9 月 21 日条例第 26 号) 

この条例は、平成 24 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則(令和元年 6 月 14 日条例第 22 号) 

この条例は、公布の日から施行し、令和元年 5 月 1 日から適用する。 

 

番号 役 職 氏 名 選出区分 備 考 

１ 鈴木医院長 鈴 木 重 榮 医療機関  

２ もみの木苑管理者 青 木 美 紀 社会福祉事業  

３ 社会福祉協議会事務局長 半 杭 裕 明 社会福祉事業  

４ 民生児童委員協議会長 根 本 友 子 福祉団体  

５ 民生児童委員協議会副会長 松 﨑 政 教 福祉団体  

６ 身体障害者福祉会長 愛 場   誠 福祉団体 副委員長 

７ ボランティア連絡協議会長 岡 部 タカ子 福祉団体  

８ 保健委員長 池 田 義 明 学識経験者  

９ 保健協力員代表 東海林 雅 子 学識経験者  

10 老人クラブ連合会長 杉 本 征 男 学識経験者  

11 社会福祉士 髙 瀬 芳 子 学識経験者 委員長 
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連番 所 属 役 職 氏 名 

1 
社会福祉法人大熊町社会福祉

協議会 
総務係長 志 賀 翔 一 

2 社会福祉法人おおくま福寿会 
おおくまもみの木苑 

管理者 
青 木 美 紀 

3 株式会社バトン 代表取締役 林   義 仁 

4 
ＵＲ都市機構 福島震災復興

支援本部地域再生課 
  五木田 隼 人 

5 
ＵＲ都市機構 福島震災復興

支援本部地域再生課 
  佐 藤 成 樹 

6 基幹相談支援センターふたば センター長 遠 藤 隼 人 

7 企画調整課 課長補佐 菅 原 祐 樹 

8 環境対策課 消防交通係長 鈴 木 龍 一 

9 産業課 課長補佐 愛 場   学 

10 生活支援課 課長補佐 石 田 祐一郎 

11 教育総務課 課長補佐 吉 田 健 一 

12 株式会社ぎょうせい 東北支社 
ソリューション営業

課長 
太 田   斉 

13 
株式会社ぎょうせい クリエイ 

ティブ第１課 
上席主任研究員 目 時 ひろみ 

14 保健福祉課 課長 幾 橋   功 

15 保健福祉課 係長 佐々木 崇 裕 

16 保健福祉課 主任主査 志 賀 直 貴 

 

 

 



61 

年月日 内 容 

令和３年７月 26 日 第１回地域福祉計画策定ワーキンググループ委員会 

令和３年９月 21 日～ 

10 月 11 日 

大熊町の地域福祉をみんなで考える住民アンケート調査

の実施 

令和３年８～９月 
ワーキンググループ委員会、関係課での施策洗出し調査

の実施 

令和３年 12 月 17 日 第２回地域福祉計画策定ワーキンググループ委員会 

令和４年２月 

中旬～下旬 

地域福祉計画策定ワーキンググループ委員会での骨子案

の検討（書面） 

令和４年２月下旬～ 

３月上旬 
大熊町福祉計画推進協議会での骨子案の検討（書面） 

令和４年３月 24 日 第３回地域福祉計画策定ワーキンググループ委員会 

令和４年３月 30 日 令和３年度第１回大熊町福祉計画推進協議会 
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（目的） 

第一条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福

祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会

福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の

確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを

目的とする。 

（地域福祉の推進） 

第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する

地域社会の実現を目指して行われなければならない。 

１ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相

互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営

み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉

の推進に努めなければならない。 

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世

帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護

状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育

に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービス

を必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上で

の各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を

行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意

するものとする。 

（市町村地域福祉計画） 

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画

（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反

映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものと

する。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会） 

第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次

に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域

内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加

し、かつ、指定都町にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事

業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都町以外の町及び町村にあってはその区域内

における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。 

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事 

 業 

 



 

 

 

大 熊 町 地 域 福 祉 計 画  
【令和４年度～令和８年度】 








